
福岡市小学校給食調理等業務委託試行検証委員会設置要綱 
 
（設置） 
第１条 福岡市小学校給食調理等業務の民間委託の試行内容を検証するため，福岡市小学校給食調理

等業務委託試行検証委員会（以下，「委員会」という。）を設置する。 
（所管事務） 
第２条 委員会は，福岡市小学校給食調理等業務の民間委託試行にかかる実施状況について，衛生管

理・安全面，調理技術，学校運営面等の視点で検証を行い，その結果を教育長に報告する。 
（組織） 
第３条 委員会は，次に掲げる委員１３名により組織する。 
（１）保護者代表 ２名 
（２）学識経験者 １名 
（３）食品安全衛生関係者 １名 
（４）学校関係者 ２名 
（５）献立・物資・調理関係者 ４名 
（６）教育委員会事務局 ３名 
２ 委員の任期は，平成２５年９月末日までとし，委員が欠けた場合，補欠の委員の任期は前任者の

残任期間とする。 
（委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置くものとする。 
２ 委員長，副委員長は委員の互選により選出する。 
３ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 
４ 委員長が欠けたとき，または委員長に事故がある時は，副委員長がその職務を代理する。 
（会議） 
第５条 委員会は，委員長が召集し，議長となる。 
２ 委員長は，必要があるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。 
（庶務） 
第６条 委員会の庶務は，教育委員会教育支援部において処理する。 
（補足） 
第７条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に必要な事項は，委員長が別に定める。 
 
附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は，平成２４年９月６日から施行する。 
（要綱の失効） 
２ この要綱は，委員会の目的を達成したときにその効力を失う。 
 
附 則（平成２４年１１月８日改正） 
１ この要綱は，平成２４年１１月８日から施行する。 
 
附 則（平成２５年５月２日改正） 
１ この要綱は，平成２５年５月２日から施行する。 
 


